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【倒産パート】

第1 倒産事件処理における事務の合理化に向けた方策について

1 非招集型手続の実施状況について

2非招集型手続による破産者の感銘力への影響等について

3非招集型手続における破産債権者への情報提供について

第2破産管財人の育成等について

管財人代理制度(法77条1項）を活用した育成を始めとした 各庁の取組みにつ

いて
－

【執行パート】

第1 実効的な子の引渡しの強制執行や解放実施の実現に向けた取組について

1 準備段階及び執行段階の運用について

(1)執行計画の策定及び関係者等からの情報収集について

(2)執行場所の適切な選定により執行の実効性を向上させるための方策について

(3) 子への接し方や債務者等に対する威力の行使について

(4)執行不能の半I断基準について

2専門家の関与の在り方について

(1)執行現場において専門家に期待すべき役割について

(2) 目的にかなった専門家の確保について

第2 立会人・執行補助者の適正な利用等について

1 立会人の確保及び選定について

2執行補助者について

(1)執行補助者名簿の登載基準について

(2) 債権者が同行してきた業者等を執行補助者として利用する場合の留意点につい

て

(3) 不動産明渡（引渡）執行事件における残置動産の廃棄処分について

第3監督官による執行官の指導監督を充実させるための方策について

1 監督官等による日常の指導監督の実情について

2監督官等による日常の指導監督を充実させるための方策について

第4民事執行法改正後の実務上の課題と対応策について

差押命令の取消手続を円滑に行うための準備状況及び留意点について
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【倒産パート】

論点事項・第1 倒産事件処理における事務の合理化に向けた方策について

○新型コロナウイルス感染症に対応するため，各庁においてこれまでとは異

なる運用を検討し，実行してきたところ，今後の合理的な事務処理として再構

築することを念頭に，債権者集会を開催せずに事件処理を行う非招集型手続

の運用について，以下の協議がされた。

1 非招集型手続の実施状況について

〔倒産資料（1頁）参照〕

○アンケート結果によれば， 13庁のうち，非招集型手続の実施庁は8庁に上

り，いまだ実施していない多く の庁においても 非招集型手続の試行に向けて

弁護士会との検討を進めている状況にあることが報告されたことを踏まえ，

非招集型手続の導入に当たっての検討状況や実施状況について意見交換が行

われた。

○コロナ禍以前から非招集型手続を実施している庁においては， 自然人の異

時廃止事案から対象事件を徐々に拡大して運用している。一部の庁では配当

事案を含めて実施しており，管財事件における非招集型手続の割合は4割近

くを占めているとの実情も紹介された。

○非招集型手続の実施により，債権者集会の期日直前に管財人からの提出書

面の処理に追われていた事務負担等も軽減され，その分,他の事務の充実につ

ながり，事件処理の合理化につながっているとの意見もあった。特に，事務を

計画的に処理できることから，育児等を理由に時短勤務をしている職員にも

好意的に受け止められているとの意見もあった。

○以上のような意見交換を踏まえて，非招集型手続はコロナ下での感染対策

としての意義だけではなく，合理的な事務処理としての活用が期待できるこ

とが共有された。

2非招集型手続による破産者の感銘力への影響等について

〔ｲ到産資料（2～4頁）参照〕

○非招集型手続によると，破産者本人が裁判所に出頭する機会がなくなって

しまうおそれがあり，破産者の感銘力に影響を及ぼすのではないかとの問題

意識から，招集型手続における破産者の感銘力への評価も踏まえて意見交換

がされた。

○現在の招集型手続において，債権者集会への破産者本人と申立代理人の双

方の不出頭を許容する運用を実施している庁では，破産者本人が裁判所に出

頭する機会がないという点では非招集型手続と共通しているところ，破産者
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の感銘力の観点からは特段の支障は生じていないとの実情が紹介された。

○問題意識は理解できるものの，現在の招集型手続のように，複数の事件の債

権者集会を同一期日で行う場合にまで，破産者の感銘力がどの程度確保でき

ているのかは不透明であるとの意見があった。

○非招集型手続の運用においても，個別の事案の内容に応じて招集型手続に

切り替えることや免責審尋期日を実施することは可能であることを管財人等

に説明することが重要であるとの意見が複数あった。

3非招集型手続における破産債権者への情報提供について

〔倒産資料（2～4頁）参照〕

○非招集型手続によると，債権者集会を通じた債権者への情報提供の機会も

失われるため，債権者集会によらない情報提供の在り方について意見交換が

された。

○破産者が自然人であり，債権者集会を開催したとしても債権者の出頭見込

みがない事件を対象に非招集型手続を実施している庁においては，破産規貝ll

54条3項を根拠に，裁判所に提出した財産状況報告書を管財人事務所に備

え置いて債権者による閲覧を可能としつつ,債権者の希望に応じて，同報告書

の要旨を記載した書面を個別に送付する等の情報提供を行っているとの取組

が紹介された。

○破産者が法人となる事件を対象に非招集型手続を積極的に実施している庁

においては,財産状況報告書又はその要旨につき，債権者に送付する方法と管

財人事務所に備え置く方法を管財人側の希望も考盧して決めているところ，

ほぼ全件において債権者へ送付する方法がとられており，特段の支障は生じ

ていないとの実情が紹介された。

○多数の債権者がいるような大規模事件を対象に非招集型手続を実施してい

る庁においては，法人の破産者が利用していたホームページ等を利用した情

報提供を行っているとの取組も紹介された。

○一部の庁からは，情報提供の内容に関する債権者の関心の度合いや情報提

供に係る事務負担等も考慮して情報提供の在り方について検討していく必要

があるとの意見があった。

○以上のような意見交換や実情の紹介を踏まえて，事案に応じた情報提供の

在り方を検討していくとともに，倒産事件手続のIT化を見据えて，更なる合

理的な事務処理についての議論を進める必要があることが確認された。

論点事項・第2破産管財人の育成等について

○破産管財事件について，適正・迅速な処理を実現するためには，質の高い破
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産管財人候補者を継続的かつ安定的に確保しておく必要があり，破産管財人

候補者の段階的なスキルアップやノウハウ伝承の機会をどう確保するかとの

問題意識を踏まえて，各庁の工夫例の紹介を中心に以下の協議がされた。

○アンケート結果によれば，管財人代理制度を活用した育成に取組んでいる

庁（7庁）においては，全ての庁において異なる弁護士事務所に所属する弁護

士の場合でも管財人代理制度が用いられている。これらの庁では，経験のある

管財人をアドバイザーとした管財人代理制度の活用を進めており，管財人の

ノウハウを培う良い機会であるととらえ， あえて異なる弁護士事務所間で実

施しているとの実情が紹介された。

○管財人代理制度を活用していない庁においても，管財人として経験の浅い

弁護士の希望者を対象とした模擬債権者集会を実施する等の取組が紹介され

た。

○以上のような各庁の取組を踏まえて，事案に応じた適切な管財人の選定と

その公正性・公平性の担保との調整を念頭に，引き続き，裁判所が管財人の育

成への意識を持って粘り強く取組む必要があることが確認された。
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【執行パート】

論点事項・第1

実効的な子の引渡しの強制執行や解放実施の実現に向けた取組について

1 準備段階及び執行段階の運用について

(1)執行計画の策定及び関係者等からの情報収集について

〔執行官資料（1頁）参照〕

O適切な執行計画を立て，円滑かつ確実な執行を実現するためには，債権者及

び地家裁その他の関係者等から早期の情報収集を行うとともに， これらの者

と連携することが重要であることを踏まえて，その具体的方策について意見

交換がなされた。

（債権者からの情報収集）

○まずは,債権者から，家庭裁判所の事件記録の写し等を提出してもらった上

で面談を実施し，主として①債務者又は子の抵抗･拒絶の見込み及びその強弱

並びにその理由，②債務者及び子の性格，言動心身の状況，危害の可能性，

対応の際の注意点，③執行場所の検討に必要な情報（所在地，居住実態，債務

者や子の生活パターンなど)，④紛争の経緯等の執行計画の策定に必要な情報

を収集することが重要であることが確認された。

○債権者から申立ての予告があった場合には，その申立て前であっても面談

を行い，早い段階で情報収集をすることが有益であるとの意見があった。

（家庭裁判所からの情報収集）

○家庭裁判所からは，事前ミーティングにおいて 事件記録等に表れない情報 ，

執行に有益と思われる情報(例えば，中立的な立場から見た債務者及び子の印

象，説得の材料となる情報や説得方法の助言等）などを得ることが重要である

ことが確認された。

○家庭裁判所からの情報収集や連携を充実するための工夫例として，一定数

事例が集積した段階で，家庭裁判所と事後ミーティングを実施している旨の

報告があった。

(2) 執行場所の適切な選定により執行の実効性を向上させるための方策

について

〔執行官資料(S頁）参照〕

○円滑かつ確実な執行を実現するためには,債務者からの強い抵抗の可能性，

子の心情及びプライバシーへの影響や第三者を紛争に巻き込む可能性も踏ま

え、執行の実効性を向上させるために適切な執行場所を選定することが重要
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であることが確認され，その具体的方策について意見交換がなされた。

（学校や保育園等における執行）

○債務者の住居その他債務者の占有する場所を原則的な執行場所とすること

について異論はなかったが，複数の庁から，債権者の要望や子の心情等への影

響を踏まえ,債務者の影響のない環境下での執行が相当であると判断され,執

行場所等について協力が得られる場合には，学校や保育園等の第三者が占有

する場所を執行場所とすることもあり得るとの発言がされた。

○学校や保育園等への協力要請に対しては,①他の児童･生徒の目に触れる環

境であり，執行にふさわしい場所とはいえないこと，②子との信頼関係に影響

があること，③債務者からの苦情等の可能性があることなどの理由により断

られる場合が多いとの実情が報告された。他方で，例えば，子への精神面への

影響等への懸念については，児童心理の専門家が同席することを説明するな

ど,個々の理由に対して丁寧な説明を行うことを通じて，同意や協力が得られ

たとの事例も紹介された。

○学校や保育園等への協力要請は一次的には債権者がこれを行うべきであ

るという意見が多数であった。ただし， これが難航した場合には，執行官が直

接交渉したり，書面による協力要請等を行うことによって，同意や協力が得ら

れたといった事例も紹介された。

（公道における執行）

○公道における執行については，複数の庁から，第三者の目に触れることによ

る子の心情への影響や事件関係者の突発的な行動による事故の危険性などか

ら，執行場所として選定することは可能な限り避けるべきとの発言がされ，こ

れについて特段の異論はなかった。

(3) 子への接し方や債務者等に対する威力の行使について

〔執行官資料（4頁）参照〕

○執行の実効性を高めるには，債務者の抵抗が激しい場合など，必要に応じて，

債務者等に対する威力の行使をしなければならない場合があるものの，威力

を行使する場面やその程度について，執行官が事前に監督官等と認識を共有

していないと適切にこれを行使することは難しいという問題意識に基づき，

執行官と監督官等とがどのように認識共有を図るべきかについて，意見交換

がされた。

○威力の行使をすべき場面やその程度については個々の事件で異なり，事前

の予測は難しいものの，債権者や関係者等から収集した情報に基づき，具体的
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な状況を想定しながら，事前に監督官等と可能な限り綿密に打ち合わせてお

くことが重要であることが確認された。

｢『諏宕禾罷あ珊蕊雇う両~可姦悪悪犀菫]
○どのような場合に執行不能とするか，あるいは,続行して他の方法により執

行を行うかについて事前に打合せが行われていないと，執行現場で適切に判

断することが難しいという問題意識を前提に， どのような事前打合せを行う

べきかについて，各庁の実情を踏まえて意見交換が行われた。

（執行不能の判断基準についての事前打合せの在り方）

○個別事件においてどのような場合に執行不能とするかについては，執行現

場で起こり得る事態について情報収集をした上で，債権者，監督官等，児童心

理の専門家と事前に打ち合わせておくことが重要であることが確認された。

○複数の庁から，執行不能となる場合を事前に債権者に説明し，了解を得てお

くことにより，執行不能になった場合に債権者の納得を得やすくなるといつ

た実例が紹介された。

2専門家の関与の在り方について

(1)執行現場において専門家に期待すべき役割について

〔執行官資料（5頁）参照〕

○以下の点が確認された。

①円滑かつ確実な執行の実現のためには，児童心理の専門家に，子への対応

(例えば 執行官が債務者を説得している間に 子と会話をして緊張を解いフ

て，本心の確認をしてもらう），債務者の説得の補助，子や債務者の状況を

踏まえた助言等をしてもらうことが有益であって，できる限り，専門家に執

行補助者として関与してもらうことが望ましい。

②專門家に，期待する役割を果たしてもらうために，執行官と専門家との間

で充実した事前打合せを行い,専門家の役割について認識を共有することが

重要である。

(2) 目的にかなった専門家の確保について

〔執行官資料（6頁）参照〕

○専門家には，子の引渡しの執行現場という特殊な状況下での対応力が求め

られるため，例えば，臨床心理士会に所属する臨床心理士やFPIC(公益社

団法人家庭問題情報センター）に所属する元家庭裁判所調査官等に執行補助
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者として関与してもらうことが効果的であるとの意見が多く出された6

○管轄区域内に專門家団体に所属する専門家がいない庁においては，民事局

において取りまとめた専門家団体の名簿のうち管轄区域外の專門家団体に所

属する専門家に依頼するほか，他庁から選任実績のある專門家の情報提供を

受けて当該専門家に関与を依頼するなどの工夫をしているとの紹介があった。

論点事項・第2立会人・執行補助者の適正な利用等について

1 立会人の確保及び選定について

〔執行官資料（フ頁）参照〕

○執行官の適正な執行を担保するという立会人の職務の性質上,その選定に

あたっては透明性・公平中立性が求められることを前提とし，その実現のた

めには充実した立会人候補者名簿が作成されるとともに， 同名簿に従った機

械的な選定が行われる必要があることが確認され， これを前提として各庁の

実情等について意見交換がされた。

（立会人候補者名簿の作成について）

○立会人候補者名簿に登載すべき人材の給源は各庁の実情によって様々では

あるものの，立会人に求められる資質を一般的に有していると思われる警察

官OBを中心に名簿に登載しているとの実例が紹介された。一方で，事件の

性質によってはこれ以外の者を立会人として選任することが相当と判断され

る場合もあることから，警察官OBに限ることなく，可能な限り広い人材の

給源を確保し， これを名簿に登載しておく必要があるとの意見が出された。

（立会人の選定について）

○立会人の選定については，事案の性質や地理的事情，立会人候補者側の事

情により選定できないような場合を除き，候補者名簿に従った機械的な選定

を行う運用が必要であることが確認された。

○選定の透明性や公平中立性を担保するため，総括執行官等が立会人の選定

状況を常に把握しておく必要があることに加え，選定状況を裏付ける客観的

な資料を査察時や定期ミーティングの際に提示し，監督官等の点検を受ける

必要があることなどが確認された。

2執行補助者について

(1)執行補助者名簿の登載基準について

〔執行官資料(g頁）参照〕
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○執行補助者は執行官の事務を補助する者であることから， これを行うにあ

たり，ふさわしい適格性や資格（許認可等）を有していることが求められる

ことが確認され， これを前提に，執行補助者候補者名簿の登載基準等に関す

る協議がされた。

○複数の庁において，執行補助者候補者名簿への登載のための要件として，

①執行補助業務を行うことについて利益相反の可能性がないこと，②物品の

運搬，保管廃棄物処理等に必要な許認可を有していること，③業務を行う

ために必要な施設等を有していること及び④業務の単価が客観的に相当であ

ることなどを求めており， これらの要件を審査するため，書類（法人登記事

項証明書,許認可を証する文書，誓約書等）の提出を求め，その適格性を確

認しているとの実情が報告された。

(2) 債権者が同行してきた業者等を執行補助者として利用する場合の留

意点について

〔執行官資料（1 1頁）参照〕

○執行補助者には一定の適格性や資格(許認可等）が求められることを前提に，

債権者が同行してきた業者等が執行補助者候補者名簿に登載されていない場

合,無条件に業者等を執行補助者に選定することはせず,執行補助者候補者名

簿の登載における審査と同程度の審査を行った上で執行補助者としての選定

の是非を判断することや，審査を経て執行補助者候補者名簿に登載されるま

で執行補助者として選定しないなど各庁の運用が紹介された。

(3) 不動産明渡（引渡）執行事件における残置動産の廃棄処分について

○不動産明渡（引渡）執行事件において，不動産に目的外動産が存在する場

合，執行官は債務者等に引き渡すか，それができないときは，売却，保管す

ることとされている（民事執行法168条5項， 6項）が，実務上，無価値

物と認められる場合についてはこれを廃棄する運用がみられるところ， この

廃棄に関しては，廃棄物の処理に関する関係法令に従って処分するための適

切な措置を講じる必要があるとの認識で一致した。

論点事項･第3監督官による執行官の指導監督を充実させるための方策に

ついて

1 監督官等による日常の指導監督の実情について

○監督官等との定期的なミーティングや勉強会などの機会を利用して，執行

官の業務における懸案事項や執行官室の運営に関する事項について共有して

いるなどの実情が紹介され，監督官等による指導監督を実効あらしめるため

9



には,指導すべき事案が生じた都度，時期を外さず迅速な指導を行うことが重

要であること， そのためには監督官等と執行官とが日頃から十分なコミュニ

ケーションを図り，情報の把握及び共有に努める必要があることなどが確認

された。

2監督官等による日常の指導監督を充実させるための方策について

○執行官に対する直接的な監督は総括執行官が行っているとの実情を踏まえ，

監督官等と総括執行官との間の報告・相談などのコミュニケーションの充実

を図ることを通じて監督官等による監督を充実させるとの方策が示され，特

段の異論はなかった。

○総括執行官による日常的な事件記録の査閲の結果を監督官等と共有するこ

となどを通じて，査察時の記録査閲を効果的に行うことができるようにする

とともに，監督官等による適時適切な指導監督につなげるなどの意見が出さ

れた･

10
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論点事項・第4民事執行法改正後の実務上の課題と対応策について

○民事執行法の改正により，債権執行事件の終了をめぐる新たな運用として,

差押債権者が長期間にわたって取立届を提出せず事件を放置している場合に，

執行裁判所が職権で事件を終了させる手続の運用が令和4年4月から開始さ

れる。現時点で把握している課題や留意点を共有し，対応策について議論する

ことで，円滑な手続の実施につなげる必要がある。このような問題意識を踏ま

え，以下の協議がされた（その他の新制度の運用状況については，執行手続資

料（1頁～6頁）参照)。

差押命令の取消手続を円滑に行うための準備状況及び留意点について

〔執行手続資料（7頁）参照〕

○アンケート結果では，すでに運用が開始している債務者への差押命令正本

が送達できない場合の取消手続も含め，多くの庁で手続上の課題や運営上の

留意点について検討が行われており，対象事件を積極的に選別，処理するだけ

でなく，事務処理要領等の作成に着手している庁もあることが明らかになっ

た。

（民事執行法145条8項による取消し（不送達取消し）についての取組）

○不送達取消しについては執行法改正前から行っている庁もあり，改正後も

積極的に処理を行っている旨報告があった。事務連絡の送付によって2週間

以内の補正を促し，補正がされない場合は補正期間を2週間とする補正命令

を発し，定めた期間内に補正がされない場合は取消決定を行うという取扱い

が紹介された。

（民事執行法155条6項による取消し（2年経過取消し）に向けての取組）

○令和4年4月に運用が開始される2年経過取消しについては, PTを立ち

上げて具体的に課題を検討しているとの報告が複数の庁からあった。課題と

しては①対象事件（取立届等が一度も提出されていない事件及び最後の取立

届又は支払いを受けていない旨の届出（民事執行法155条5項）の提出から

24か月が経過した事件）の抽出・選別方法，②進行管理方法及び③事務処理

要領等の作成等が挙げられ,具体的な検討内容について意見交換がされた。

（対象事件の抽出・選別方法）

○システムを用いた対象事件の抽出作業については,抽出に必要な情報を入

力していたため検索に有効な状況が整っていると述べる庁がある一方，必要

な情報を入力するのが困難な庁では， システムを用いた一律の事件抽出はで
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きなかったとの実情が紹介された。

○システムを用いない抽出方法として，取立届の提出時期を明認することで

記録を分類する方法が紹介された。

○事件の選別作業の具体的な内容として，対象事件を検索，抽出した後，書記

官が事件記録で取立権発生日，取立届提出日等を確認し，その確認結果を事件

ごとに確認票に記入して記録と共に保管すると同時に，作業全体の進捗状況

を一覧表に記入して一元的に管理するという方法が紹介された。確認票には，

2年経過の起算日，取消予告通知の処理内容，その後の取立届等の提出の有無，

取消決定の発令，送達，最終的な確定等を順次記入することとしており，一覧

方式で進行管理ができるようにしているとの工夫例が紹介された。

（対象事件の管理方法）

○対象事件の管理方法として，①取下げ等を勧告する区分,②進行を逐次確認

していく必要がある区分及び③取消区分の3つの管理区分に分け， 区分ごと

に作成したフローチャートに従って手続を進めると共に，全体の進捗状況を

確認するため，一覧性のある進行管理表を作成し，時系列で管理する方法が紹

介された。

○記録の保管ロッカー内での分別管理を検討しているとの工夫例も紹介され

た。

（郵券不足の問題）

○不送達取消し及び2年経過取消し共通の課題として，郵券不足についての

問題意識が複数の庁から示され,取消予告通知，補正命令及び取消決定の郵送

費用に関する国庫立替の問題について，事前に各庁の会計部門と具体的な運

用を検討する必要があることが確認された。

○国庫立替に向けた準備状況として，選別作業の段階で現在の郵券額を確認

し,今後必要となる郵券額を概算して,会計部門に事前に情報提供する方法が

紹介された。また，残郵券がある場合であっても，現行の郵便料金に値上げさ

れる前に申し立てられた事件については郵券の交換を要することが想定され

るため，その点についても会計部門との連携が必要であるとの指摘があった。
■■■■■■■■■■■■

（人的態勢の構築）

○繁忙な状況において， 2年経過取消し事件を大量に処理するにあたり，どの

ような人的態勢で処理するかという点について意見交換がされた。同室の他

係の協力を得るという案や，担当者を定めて集中処理を行う案が紹介された。

○ 4月1日時点の対象事件だけでなくその後発生する対象事件も順調に処理
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するために， 目安となる処理目標件数を定めて，それにあわせて書記官室及び

裁判官室の態勢を構築する必要があるという認識が示された。
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〔倒産資料。

令和3年度

民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合ぜ事前アンケート資料産 (倒産パート）

最高裁判所事務総局民事局



I第1 コロナ下における運用状況】

債権者集会（招集型手続）1

（1 ）招集型手続における最近の破産者側の出席者を記入してください。

1

蝿破産者本人及び申立代理

人

蕊申立代理人

鵬出席なし

12

【回答内容の詳細】

･破産者本人及び申立代理人 （12庁）

※ただし，事案によって双方の不出頭を許容する運用 （うち2庁）

.申立代理人 ( O庁）

.原則として出席なし （ 1庁）

債権者集会（非招集型手続）2

I

1 ） （全件又は－部の事件にて）非招集型手続を実施していますか。

2
灘はい(コロナ禍以前から）

5

職はい(コロナ禍をきっかけ

に）

葱いいえ

【回答内容の詳細】

はい（コロナ禍以前から）

はい（コロナ禍をきっかけに）

（ 2庁）

（ 6庁）

（ 5庁）いいえ

1
l

「



’
（2）非招集型手続のメリットとデメリットについて，特に重視するものを各
1つ選択してください。

非招集型手続のメリット

2 画三密防止

句
･債権者集会に係る事務負

担軽減

副その他

7

4

【メリット】

｡三密防止

･債権者集会に係る事務負担軽減

･その他(開始決定の迅速化や人流防止等）

（ 7庁）

（ 4庁）

（ 2庁）

非招集型手続のデメリット

1

露官報公告等の各種費用への影響

画破産債権者への情報提供

▲
▲

隣事件処理スケジュールへの影響

■債務者の出頭機会喪失

画その他

_〕

2

３

【デメリット】

･官報公告等の各種費用への影響

･破産債権者への情報提供

･事件処理スケジュールへの影響

･債務者の出頭機会喪失

･その他（事件の進行管理）

（ 5庁）

（ 3庁）

（ 2庁）

（ 2庁）

（ 1庁）

2



（3） 自然人破産の場合，破産者本人を出頭させた免責審尋期日を実施してい
ますか。 （※2(1)の設問にて， 非招集型手続を実施している8庁が対象）

1

礎はい

uいいえ

7

【回答内容の詳細】

（ 1庁）

（ 7庁）

はい

いいえ

（4）非招集型手続における管財人の業務の課題や工夫例等を記入してくださ
い。 （※2(1)の設問にて， 非招集型手続を実施している8庁が対象）

【主な課題】

・配当可能性がある場合における債権調査を効率的に行うためには， システム
を構築してオンラインでの届出を可能にする必要がある。

・免責調査型管財事件では， 原則として裁判官と破産者が直接会う機会はない
ことから，裁量免責をする上での管財人の役割は大きく， 管財人から破産者に
対する事情聴取指導，裁判所への報告内容等について， ある程度標準化する
必要があると考える。

．①債権者への適切な情報提供の在り方（規則54条3項の集会代替措置） も
含めた債権者対応，②非招集型手続を招集型手続に切り替えるか否かの判断
③事件の進行管理の在り方などが考えられる。

管財人による書面の提出期限管理

【主な工夫例}

・異時廃止事案においても比較的詳細な財産状況報告を提出し， それを債権
者に送付して'|冑報提供の充実を図った。

・管財人がホームページを開設し｛ FAQを作成して債権者に対し，適宜情報提供
したほか，財産状況報告書を同ホームページにアップして情報提供を図った。

３



．債権者の連絡先を捕捉できている事案においては，開始決定の通知をEメー
ルで行った。

・招集型と比較して管財人の業務内容が見えにくい傾向にあるので，主要な業
務の内容等について記載した業務報告書を提出してもらうことで，裁判所が破
産管財人を監督し，手続の形骸化を防止している。

・報告書等の閲覧のために事務所を訪問したい旨連絡してきた債権者に対し，
備置きの対象となる資料をFAXで送信する。

･提出期限2週間前のファクシミリによる提出催促

・集会に代わる情報提供として，任務終了計算報告書に破産者の概要や破産手
続開始に至った事情を記載した。

その他3

（1）その他， コロナ下における課題や工夫例があれば記入してください。

【主な課題】

（破産者側を不出頭とした面接や免責審尋期日での）モラルハザード

プライバシーの観点から，管財人がホームページ等に掲載することの限界

予想以上に多数の債権者が来庁したときの対応

【主な工夫例】※一般的な感染防止対策に関する事項は除く。

雪集会に関 、原
睾
貝

･破産者本人等の欠席を許容する対応

･管財人等を通じた情報提供の充実化

･期日指定における調整

審尋に関するﾒ､ '六

・免責審尋期日で破産者側の欠席を許容する対応

・審尋期日をやめ，書面審理を原則化

○その他

・長期の債権届出期間の設定

・裁判所内部での応援体制の構築
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【第2破産管財人の育成等】

管財人の選定1

’ ’（1 ）管財人の選定に困難を感じることはありますか。

麓はい

■いいえ

6

7

【回答内容の詳細】

はい （ 6庁）

（ 7庁）いいえ

’ ’
（2）それはどのような場合ですか。 （※1 (1)の設問にて， 管財人の選定に困
難を感じていると回答した6庁が対象。ただし，複数回答あり。 ）

1

蜜（実質的な)候補者の少な

さ

画候補者の能力情報の管理

2 4

公平性と柔軟性の調整

【回答内容の詳細】

。 （実質的な）候補者の少なさ

･候補者の能力情報の管理

･公平性と柔軟性の調整

（ 4庁）

（ 2庁）

（ 1庁）
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2 管財人代理制度の利用

’ ’
（1 ）管財人代理制度（法77条1項）を管財人の育成目的で利用しています
か。

駁はい

りいいえ

6

7

【回答内容の詳細】

はい （ 7庁）

（ 6庁）いいえ

’ ’
（2）管財人が異なる弁護士事務所に所属する場合も利用していますか。
(※2(1)の設問にて， 管財人代理制度を利用し~ている7庁が対象）

0

風はい

■いいえ

7

【回答内容の詳細】

はい （ 7庁）

( O庁）いいえ

（3）管財人が異なる弁護士事務所に所属する場合にも同制度を利用していく
上で， 工夫例等があれば記入してください。
（※2(2)の設問にて， 「はい」と回答した7庁が対象）

ハ
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【主な工夫例】

･弁護士会との協同によるOJTの実施

･弁護士会での○JT

･独自のトレーニング制度

･双方の連絡方法などの細部にわたり裁判所が配盧

･指導役の管財人の適切な指導に委ねる。

その他3

その他管財人等の育成に関する課題や工夫例があれば記入してください。

【主な課題】

特定の管財人候補者に関する育成方針の共有化

【主な工夫例】

･新任管財人との面談

･管財人代理制度とは別のOJT (チューター制度）の実施

･裁判所主催の若手管財人等協議会の実施

・OJT後のアンケート実施とその結果を踏まえた弁護士会との定期的な協議

･弁護士会と協同しての研修や模擬集会等の実施

･管財人候補者の選任件数や管財業務の内容の記録化

･若手弁護士等の活動実績の積極的な情報収集と部内での共有化
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〔執行官資料〕

令和3年度

資料（執行官民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せ事前合せ事前アンケート贄 パート）

最高裁判所事務総局民事局



I

【第1
1

子の引渡しについて】

執行計画の策定及び事前準備について

’ ’
（1 ）執行計画の策定や事前準備において，債権者（代理人） ， 関係機関地
家裁等の関係者からの情報収集に関して工夫している点はありますか。

2庁

麓ある

aない

11庁

【回答内容の詳細】
【対債権者】

・債権者（代理人） と面接を行うて執行に必要な情報収集を行っている。

・家裁調査官の調査報告書の写しを提出してもらっている。
・収集したい情報を一覧表にして事前相談時等に交付している。
【対家庭裁判所】
。あらかじめ作成した実施要領に基づき監督官（監督補佐官）を交えて情報
収集・意見交換を行っている。

・保全処分等の認容審判発令後速やかに事件情報の提供を受けている。
○その他

・実施決定の執行裁判所（家裁）が遠方の場合には， 打合せ等の実施方法につ
いて地裁（監督官側）に調整してもらっている。

｜ （2）執行計画の策定や事前準備において， あい路となった点はありますか。 ’

0庁

÷－プ

■め旬

■ない

13庁

【回答内容の詳細】

【対債権者】

・債権者本人による手続遂行や債権者代理人から十分な調査結果が得られない
などの理由により，子や債務者の最新の情報が入手できなかった。
・債権者が債務者に心理的抵抗を感じており，執行場所に近づくことができ
ず， 子の迎え入れの切り札にならなかった。
【対家庭裁判所】

・家庭裁判所の担当者（裁判官， 家裁調査官等）が異動しており， 必要な情報
が得られなかった。

・管轄区域外の家庭裁判所による発令事案である場合，情報がとりにくい。
・家庭裁判所の審理において， 家裁調査官の調査が行われていなかった。
【対関係機関】

・関係機関ごとに， それぞれの子の福祉に関する考え方があり， 家裁の判断や
子の引渡しの仕組みへの理解が不十分なため，協力が得られない場合がある。

I



｜ （3）執行計画の策定や事前準備に監督官（裁判官）は関与していますか。 ’

1庁

識はい

■いいえ

1ﾌ庁

【回答内容の詳細】

.申立ての予告を受けた時点からⅢ立件，事前ミーティングの設定・実施，執
行計画検討，專門家との意見交換を経ての最終検討など一連の手続に関して指
導・助言を監督官（裁判官）から執行官に対して行っている。

・家裁とのミーティングに同席してもらっている。

・執行場所の選定や威力の行使の程度などについて相談し， 助言を受けている。

2



2執行場所の選定について

｜ （1 ）執行場所の選定に当たって考盧している点ば何です承

【回答内容の詳細】

・債務者住居以外の第三者占有場所が候補である場合には， 同意に代わる許可
の見込みや第三者の同意の可能性債務者住居で実施することの問題点(債務者
や親族の抵抗の可能性や度合い，子の心理面への影響など)を考慮して， 相当性
を判断している。

・子や債務者の行動パターンを踏まえ,子と確実に接触できる引渡実施の可能
性が高い場所を選定している。

・子の福祉への影響子を含む関係者の安全性の確保
・駐車場等の周辺状況

｜ （2）執行場所の選定に当たって， あい路となった点はありますか。

凧ある

■ない

【回答内容の詳細】

･小学校・保育園等において管理者の同意・協力が得られなかった。
･管理者から執行時に遵守すべき条件を提示してきた。
･子の所在や在宅時間等が不明

･債務者の自傷行為の可能性や子の心身への影響により，債務者宅での執行が困難

勺

｡



3 子への接し方，債務者等に対する有形力の行使執行不能等の判断について

（1 ）子への接し方，債務者等に対する有形力の行使に関する判断，執行不能
の判断基準及び続行した場合の執行方法などについて，事前に協議を行ってい
ますか。

8

口はい

轡いいえ

13庁

｜ （2）誰と協議を行っていますか（複数回答可）

債権者(代理人）

専門家

監督官(地方裁判所）

P １
１
１
１…一

J

1

1

1
】
ｑ
刊
・
・
可

9

その他※ ｜…2

0 2 8 10 12

※その他（援助執行官，社会福祉士）

４ 8

(3丁（1）の事項についてⅢ事前に協議を行うことによって， 効果がありま
したか。

1庁

鯛あった

■なかった

12庁

【回答内容の詳細】

○効果があった

．地裁(監督官)と意見交換･協議を行うことで"事前のシミュレーションができ,執行官
としても現場で迷うことが少なくなった。

･執行を続行すべき状況と,執行不能と判断せざるを得ない状況を予め債権者側と打
合せすることを通じて,債権者をはじめとする関係者との共通認識を形成することがで
きた。
･専門家を交えて協議を行うことで,子の性格持病債務者の性格から予想される抵
抗に対し子が取るであろう反応及び言動を想定することができ,スムーズな対応がで
きた。

○効果がなかった
･現実には､子に威力を行使することなく，あるいは子への心理に影響をあたえるこ
となく，威力を行使することは困難な事例しかなく,事前の協議が有効であった事例は
ない。

〆

4



4専門家の関与について

｜ （ 1 ）専門家が関与した事件はありますか‘

0

墨はい

■いいえ

13庁

｜ （2）專門家はどのような形で関与しましたか。

1庁
1 麓補助者

■X会人

画立会人及

び補助者

｢(gJ専門家を関与させたことによって，効果がありましたか‘

0庁

画あった

『 ， 『

毎なかった

13庁

【回答内容の詳細】
○子への対応

・子との面談において子の緊張を解き， 率直な気持ちを引き出してもらった。
・債権者との面談を頑なに拒む子の気持ちを解きほぐし， 面談が実現した。
○債務者への対応
・専門家から直接債務者に説明してもらい， 専門家が子と接触できた例があ
る。

。執行官に対して頑なな債務者から話を聴いてもらえた。
○執行官への助言 ．
・事前に資料を検討して貰うことで，専門家から執行官が必要な助言を得るこ
とができ（どこまで子に事情を説明するかなど） ， その内容を監督官との協議
に活かして執行計画を見直し，執行現場でもその助言に沿った対応により執行
が奏功した。

・執行に際し子に対する配慮， 子の言動が本心を吐露したものであるか等，現
場で子の表情を見ながらアドバイスを受けることが出来た。

・説得が長時間に及んだときなど‘執行中の子の反応を見ていた専門家の意見
を考慮して執行不能の判断が行えた。

○その他。

・専門家が債務者や子と接触することができたため，結果不奏功に終わって
も，最善を尽くしたとして債権者の納得にもつながった。

5



(4)専門家を関与させるのが相当であると思われるのに, 関与させることが
できなかった事件はありますか。その理由は何ですか。’ ’

画ある(債権者の了解を得る

ことができなかった)。

ロある(専門家を確保するこ

とができなかった）

職ある(その他※）

8庁

ロない

※債権者の金銭的な理由から， 執行補助者ではなく ， 立会人とした事例。

6



立会人について】

立会人候補者名簿の備付けについて
【第2
1

0

轡はい

■いいえ

h

13庁

2立会人候補者名簿の作成等について

’｜ （1 ）名簿の作成者は誰ですか。

1庁

画執行官室

画地方裁判所(監督官）

12庁

｜ （2）名簿登載に関する基準や作成要領は存在しますか。

5庁
唾はい

■いいえ

8庁

7

寸会人 |芙補者名簿は備え付けていますか。



3 立会人候補者名簿の利用について

|立会人の選定は名簿順に（機械的に）行っていますか。 ’

画はい

■いいえ

【回答内容の詳細】
○「いいえ」を選択した理由
・立会人候補者側の事情（執行場所と住居との距離年齢性別， 日程調
整の結果及び経験等）に応じて適任者を選定しており， 全くの機械的選定
とはなっていない。

・当初は内勤の執行官が機械的に選定する取扱いとなっていたが，執行件
数が多く内勤の執行官の多大な負担となったため，担当執行官が直接選任
する取扱いに変わった。

4 名簿及び選定状況の定期的なチエックについて

立会人候補者名簿自体や選定状況について監督官の定期的なチェックを受

けていますか。

３

■はい

■いいえ

庁

8



執行補助者について】
執行補助者候補者名簿の備付けについて

【第3
1

執行補助者候補者名簿は備え付けていますか。

3

鐘はい

製いいえ

庁

2執行補助者候補者名簿の登載基準等について

執行官室において名簿登載に関する基準や作成要領は存在しますか（設問
1で「はい」と回答した10庁が対象） 。

4庁
戯はい

■いいえ
6庁

3 名簿に登載すべき業者等の適正性や資格。許認可等の確認について

（1 ）名簿に登載すべき業者等の適正性や資格・許認可等の確認は行って
いますか（設問1で「はい」と回答した10庁が対象） 。’

1庁

職はい

■いいえ

9庁

9



（2）資格や許認可等の確認のためにどのような資料の提出を求めていま
すか（設問3 （ 1 ）で「はい」と回答した9庁が対象） 。
【回答内容の詳細】
. （法人の場合）登記事項証明書
･運送業廃棄物処理業等の許可証

･委託先との契約書保管倉庫の契約薑

･使用車両の車検証自賠責保険証，任意保険証
･作業員に対する労働保険納付領収書
･薑約書

（3）資格や許認可等について， 定期的な確認を行っていますか（設問3
（ 1 ）で「はい」と回答した9庁が対象） 。’

2

鱗はい

■いいえ ’

10



4債権者が同行した業者を執行補助者とする場合について

（1 ）債権者が同行した業者（執行補助者候補者名簿を備え付けている庁
においては， 同名簿にその掲載がされていない業者）を執行補助者に選定
することはありますか。’

へｰ

4j丁

鯉はい

画いいえ

11庁

（2）当該業者の適正性や資格・許認可等の確認はどのように行っていま

すか（設問4 （1 ）で「はい」と回答した1 1庁が対象） 。’
【回答内容の詳細】
○口頭等による確認（9庁）

・債権者面接電話打合せ， 初回臨場時に債権者・
て聴取または， 名刺やHPなどにより確認
○書面等による確認（2庁）

・名簿登載時に求める書面に加えて，誓約書の提出

･資格証明書業務内容（詳細）書の提出

業者から資格等につい

1 1



に執行手続資料。

令和3年度

民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せ事前 資料（執1行バーアンケート責 ﾄ）

※東京地裁の回答に本庁分と立川支部分が含まれていたため， アンケートの回答総数は14庁となっています。

最高裁判所事務総局民事局



【第1 民事執行法改正後の課題及び対応策】

1財産開示事件及び情報取得事件における本人申立ての現状並びに両事件における養育

費等の扶養義務等に係る請求権に基づく申立ての実情について

( 1 ） 財産開示事件及び情報取得事件における本人申立てについて

①申立審査段階での事務負担が過重になっているなどの問題は生じていますか‘

いい

4

(庁数）

｢

＋1，
．､し、

10

【主な問題点】

疎明資料の追加，補正の指示，手続教示に時間を要する．

申立書類の不備（誤記記載漏れ， 添付漏れ）が多い。

’ ’
②申立後の事務処理を円滑にするためにどのような取組を行っていますか（複数
回答可） 。

1 ｰ ー ~' ､ "～~'…~ ~ """一一一、~．~ ・~~．需二…

丁寧な手続教示

窓口交付用書類(案内書類，申立書式,記載例等)の事前

準備

チェックシートを利用した要件審査

裁判所HPの案内(手続の説明書式の掲載等）

その他

【

1．
上ゴ

司戸

』ノ

1

!…"…辨瀬…
！ I i I

11

厩庁数

…､rW""基基… 1フ
ユ坐

"_W,剛…fゞ鐸6 , ; j

0 2 4 6 8 10 12 14

③手続教示に要する時間は平均するとどれくらいです~か‘
【選択】 15分未満15分以上30分未満30分以上
（1 (1)②で「丁寧な手続教示」と回答した13庁が対象）

（庁数
15分未満

0

30分以上

5

15分以上30分未満

8

④手続教示においてどのような内容を重点的に説明していますか。 （自由記載）
（ 1 (1)②で「丁寧な手続教示」と回答した13庁が対象）

【菫点的に説明している主な事項】

必要な添付書類

手続の流れ

費用･管轄

財産開示と情報取得の違い

申立書類の記載事項

債務者不出頭の可能性

送達不奏功の場合

主体的に手続選択や取立を行う必要があること

灘鱗鱗繍露愈…駒孟"も……"………"一鴛轤"職"髄…"鋼縛 ●

０１９８７６

５
５
－
－
３
》
２
唾
ユ
ー

》
灘
》
一
》
１
－

》

＃

》

“

。

、

Ｉ

上

ｎ

Ｕ

職;庁数

１



（2）養育費等の扶養義務等に係る請求権に基づく申立てについて

①令和3年4月1日から同年6月30日までの間に申し立てられた財産開示事件
のうち，養育費等の扶養義務等に係る請求権に基づく申立ては何割ぐらいですか。
また， そのうち， 本人申立ては何割ぐらいですか。

【養育費等の扶養義務等に係る請求権に基づく申立ての割合】

平均1．8割 (庁数）3割以

(最高4
う
こ

－1割以上2割未満

82割以上3害

4

【そのうち本人申立ての割合】

、 テ ．

6割以上
平均3．6割

（最高8割）

3

2割未満
(庁数）

■4割以上6割未

4

以上4割未満

4

②令和3年4月1日から同年6月30日までの間に申し立てられた情報取得事件
のうち，養育費等の扶養義務等に係る請求権に基づく申立ては何割ぐらいですか。
また， そのうち，本人申立ては何割ぐらいですか。

【養育費等の扶養義務等に係る請求権に基づく申立ての割合】

I

|平均0.9割
I

1 ．5割以卜

(最高2割）

竺
つ

(庁数）O5割未満

4

5割以卜1割未満

1

0

1割以上1． 5割未満

ノ
ブ

【そのうち本人申立ての割合】

1

平均34割 I
6割以卜 (庁数）

2割未満

3
(最高7割）

1

‘
日
■
日
琳
里
咄
＄
４
２

甥
星
叩

聯

4割以上6割未満

6

2害ll以卜4害l1未満

4

２



2財産開示期日の出頭状況及び審理期間短縮への取組例について

（ 1 ）改正前と比べて，債務者の財産開示期日への出頭率は上がりましたか．

(庁数）
いいえ

2

はい

12

’ （2）改正前と比べて，期日の所要時間は長くなりましたか

(庁数）

いいえ

7

’ （3）－期日の所要時間は平均何分ぐらいですか

平均2'分 ’
30分以上40

0

分未満

0
(庁数）

分

10分以上20分未満

4

20分以上30分未

9

’ ’（4）－期日の所要時間のうち， 申立人からの質問時間は平均何分ぐらいですか

平均10分｜
’

20分以上一 (庁数）
１
４
‐
１
吋
戒
８
．
Ｊ
：
ｑ
鄙
￥
ぬ
Ｊ
０
Ｎ
１
邦

Ｆ
Ｌ

1

未満15分以上20分

2 5分以上10分未満

7

10分以上15分

4

未満

’ ’
（5）期日の所要時間や審理期間の短縮のために， どのような取組を行っています
か（複数回答可） 。

一一;－－．： 6申立前の手続教示の充実化

申立人からの質問事項の事前提出

債務者からの財産目録の事前提出

蝋鯉巽巽裳 12

畷庁数
13

&P軍用凹凸錦ゴ ロ一一■

L－

その他＝－=｣4

0 2 4 6 8 10 12 14

３



3 情報取得事件について

（ 1 ）－つの申立てによる多数の第三者に対する情報取得の申立てについて

’ ’
①一つの申立てにより多数の第三者に対する申立てがなされ『事務負担が過重に
なっているなどの問題は生じていますか。

いいえ

④
0

はい

14

(庁数）

②事務負担の軽減のためにどのような取組を行っていますか（複数回答可）

第三者一覧表の作成
報酬の一括処理

発令前の発送準備尭令目|｣Uﾉ禿〕左辛傭

■■■塵 :5

17
一二

ｆ

一

ロ庁数’ 1 10

その他 呂 一’ 7

0 2 4 6 8 10 12 14

（2）債務者への情報提供通知について

’ ’
(2)①第三者から情報提供書が提出された後，債務者への情報提供通知を行うま
での期間をどの程度設けていますか。

40～70日ぐらい

(庁数）38日ぐらい

1

36～41日ぐらL

1

35 30日ぐらい

9

’②第三者が複数の場合，情報提供通知はどの時点で行っていますか。

(庁数）
情報提供書が提出され

る度に行っている

1
すべての第三者の情報提供書

が出そろった後一度行っている

13

（3）債務者の不動産に係る情報取得事件について

’ ’
、当事者目録の記載について
したことはありますか。

債務者の特定が足りないことを理由に補正を指示

礼
０ (庁数）

いいえ

14

’
②債務者の特定に資する事項の記載に関して法務局から問合せを受けたことはあ
りますか。

、誠
０ (庁数）

いいえ

14

4



4不動産競売事件について

(1) 買受申出人の陳述書の取扱いについて

①陳述害の点検はいつ行っていますか

庁数）

開札期日前
5

開札期日

9

②陳述書の点検はどの範囲で行っていますか．

（庁数）

鯵 識
その他～～
２

提出された陳述

書全て

5

’
③陳述書の内容に不備がある場合（記載漏れや添付書類との齪齪など） ， どのよ
うに取り扱っていますか。

(庁数）

一律無効とする

0事案に応じて判

断する

14

④開札期日での事務負担を軽減するための取組を行っていますか。
（4(1)①で陳述書の点検を「開札期日」で行っていると回答した9庁が対象）

(庁数）
えいい

つ

はい

6

5



開札期日から売却許可決定までの期間について

|①開札から売却許可決定までの期間をどの程度設けています力児
~10日未満

r71
、ムノ

’

(庁数）〆

３鯉

20日以上一
一一

7

ー

10日以上20日未満

4

一

’②警察への嘱託から回答までの期間は何日ぐらいですか

（庁数）10日以上
5日未満

(最短2日）

4

(最長 ｊ
一旦１－１

３

5日以上10B

７

③警察への嘱託が必要な事案について，期日を延期していますか。

（庁数）、卦
３

いいえ

11

【延期日数】

14日一

7日 1－

i l

鯛庁数２
、

、 1 色

5 差押禁止債権の範囲変更の申立てについて

｜ ('） 改正前と比べて:差押禁止債権の範囲変更の申立ては増加しています力叱
いいえ

一一一一一 (庁数）
0

はい

14

(2) 債務者への手続教示における工夫や取組について記入してください。 （自由
記載）

申立書式(陳述書家計表含む)及び手続教示書面の備え

置き

差押命令正本への手続教示文言の付記又は手続教示書

面の同封

丁寧な手続教示

。
。
》■

目

I ！ 6

脇庁数
…4

圃■■■＝4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ウェブサイトヘの掲載又は案内
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【第2債権執行事件の終了をめぐる新たな運用】

債権差押命令の取消しに係る手続を円滑に行うために，現時点で検討中の課題や留
意点があれば記入してください。

【新たな運用に向けた主な取組】

il対象事件の把握｡選別･処理 7

騨庁数
！

I事務処理要領等の作成検討 ’ ５

0 1 2 3 4 5 6 7

【検討中の主な課題や留意点】

・民事執行法145条8項による取消し （不送達取消し）について， 補正命令（同条7項）
を発するまでの期間の短縮に向けた進行管理の徹底や‘ 補正命令を発しても先行する事務連
絡（補正指示）に対するものとほぼ同内容の送達上申 （送達すべき場所の申出） を繰り返す
だけの債権者に対する統一的対応の構築。

・民事執行法155条6項による取消し （2年経過取消し）の対象事件の選別にあたり， 一
部取立届及び支払いを受けていない旨の届出（民事執行法155条5項）ではなく入金届や
－部取下害が提出されている場合，債務者・第三債務者が複数である場合， 配当手続係属中
の場合等の取扱いを整理しておく必要がある。

･提出された一部取立届等に不備があった場合や， 猶予期間満了前に， 支払いを受けていな
い旨の届出の提出が遅れる旨の事前連絡があった場合等の取扱いについて，方針を検討する
必要がある。

・取消予告通知及びそれに続く取消決定を行う際の効率的な事務処理体制を検討する必要が
ある。

.取下げの促しに関して，記載に不備のある取立届が提出されていると， 取下げに際して取
立届の補正が必要となるため，取下げによる終局が全体として効率的な事務処理とは一概に
はいえない側面がある点に留意が必要。
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